
3.2 社会的・自然的条件の把握 

各種統計データや都市計画基礎調査などの既往資料などにより、西部海岸地区及びその周辺

の社会的、自然的条件を把握した。 

 

（１）自然環境 

○大分市の気象は、瀬戸内海式気候に属し、年間を通じ気温・天気が安定した自然条件に

恵まれた地域である。 

 

▼ 大分市の気温と降水量（S56 年～H22 年の平均） 

 

参照：大分県 HP統計年鑑 
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基本構想⽴案想定区域 

○当地区の大部分は山林である。 

○沿岸部には、商業用地や空地、内陸側に畑や住宅用地がみられる。 

○大分港周辺では、工業用地、商業用地、住宅地などが多い。 

（２）土地利用 

資料：大分市資料 

▼ 土地利用現況図（H28 年） 

2
2



 

 

 

 
 
 
   

基本構想⽴案想定区域 

資料：大分市資料 

（３）建築物 

○平成２８年度における当区域での宅地開発は、あまりみられない。  

○市街化区域内では、新築が散見されるが、市街化調整区域では、あまりみられない。 

▼ 宅地開発状況（H28 年） 

2
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基本構想⽴案想定区域 

▼ 新築状況（H28 年） 

資料：大分市資料 

2
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（４）交通 

① 自動車交通 

○当地区の沿岸部には、別府市と大分市中心部を結ぶ国道１０号が通っている。 

○国道１０号の交通量は、約７万（台／日）と九州地方の一般国道の平均交通量※約 2.5

万（台／日）と比較しても非常に交通量が多い。 

○国道１０号に平行している市道白木田ノ浦線（旧道）には、路上駐車している車両が散

見される。また、ゴミが投棄されている様子もみられる。 

※DID（商業地区）区間のみの平均交通量 

 

▼九州地方の一般国道の２４時間交通量 

 

資料：平成 27年度 全国道路・街路交通情勢調査 

 

▼ 国道 10 号の様子    ▼ 市道白木田ノ浦線の路上駐車及びゴミの投棄の様子 
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○国道１０号の交通量は、約７万（台／日）と非常に多いが、当地区を中心に国道１０

号沿線には、半径２０km圏内に道路休憩施設は整備されていない。 

 

▼ 大分県「道の駅」位置図 

 

道の駅 名称 

1 原尻の滝 9 せせらぎ郷かみつえ 17 かまえ 
2 宇目 10 やよい 18 ながゆ温泉 
3 竹田 11 鯛⽣⾦⼭ 19 おおの 
4 佐賀関 12 きよかわ 20 くにみ 
5 やまくに 13 ゆふいん 21 童話の⾥ くす 
6 耶馬トピア 14 みえ 22 すごう 
7 あさじ 15 くにさき 23 なかつ 
8 いんない 16 水辺の郷おおやま 24 慈恩の滝 くす 

 

  

基本構想⽴案想定区域 

国道１０号 
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② バス 

○国道１０号沿線には、バス停が点在しており、別府方面と大分方面に、平日・休日とも

上下線合わせて１時間当たり約５本のバスが運行している。 

 

▼ 西部海岸地区のバス路線 

 

 

 

 

  

基本構想⽴案想定区域 

資料：大分交通 HPバスの運行状況（H30 年時点） 

資料：大分交通 HPバスの運行状況（H30 年時点） 

▼ 大分から別府方面のバスの運行状況 

▼ 別府から大分方面のバスの運行状況 
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③ 鉄道 

○当地区は、地区東部に西大分駅があるが、主要な観光資源が集積している地区西部周辺

には、鉄道駅は整備されてない。 

○西大分駅の年間の乗降者数は、経年的に増加傾向である。 

○上下線ともに、平均して１時間当り約２.５本の電車が運行している。 

 

▼ 西大分駅乗降者の推移 

 
資料：大分市 HP 大分市の統計 

 

▼ 西大分駅の運行本数 

 
資料：JR九州 HP西大分駅の時刻表（H30 年時点） 
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④ 航路 

○大分港からは、大分市と神戸市を結ぶ定期フェリー航路があり、上下線ともに一日１

便が運行されている。 

○大分港の年間乗降人員数は、約 20 万人で、別府港は、約 40 万人である。 

○当地区は、海の玄関口として路線バス及びＪＲ駅との結節点となっている。 

 

▼ 航路・時刻表 

 

 

 

▼ 乗降人員数の推移 

 

※H26 は速報値 

※乗降人員数は、クルーズ船などの乗客も含む 

資料：大分県 港湾統計 

フェリーさんふらわあＨＰ 
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⑤ 空路 

○当地区に最も近傍に位置する空港である大分空港は、海外も含めあらゆる都市と接続

されている。 

○当地区と大分空港は、高速自動車道、国道 213 号、国道 10 号で結ばれており、空の玄

関口から大分市内への移動経路に位置している。 

 

▼ 大分空港位置図 

 

 

▼ 接続便と運行本数 

 

※2017 年 10 月 29 日～11月 30 日の運行本数 

資料：大分空港 HP時刻表 

接続便 区分
運行本数（便／日）

（大分空港発着合計）
東京線（羽田） 国内線 36
東京線（成田） 国内線 6
大阪線（伊丹） 国内線 16
大阪線（関西） 国内線 運休中

名古屋線（中部） 国内線 4
ソウル線（仁川） 国際線 2
台湾線（台中） 国際線 運休中

基本構想⽴案想定区域 
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⑥ 地区の交通総括 

○当地区は、交通量の多い国道 10号をはじめ、高速自動車道や鉄道、航路、空路により、

あらゆる都市圏とつながっている、九州の東の玄関口である。 

○しかし、ゲートウェイ機能など九州の東の玄関口としての機能の確保は、不十分である。 

 

▼ 交通体系 
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基本構想⽴案想定区域 

（５）災害 

○内陸部では、砂防指定地や急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流などが散見される。 

○田ノ浦海岸周辺と大分港周辺では、１～３ｍ程度の津波浸水が想定されている。 

▼ 土砂災害警戒区域（H28 年） 

資料：大分市資料 

3
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基本構想⽴案想定区域 

資料：大分市ＨＰ 津波・地震ハザードマップ 

▼ 津波・地震ハザードマップ 

3
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（６）法適用状況 

西部海岸地区における以下の法適用状況についてまとめる。 

①都市計画法（区域区分、地区計画）   ②景観法     ③宅地造成規制法 

④農業振興地域の整備に関する法律    ⑤自然公園法   ⑥森林法 

 

 都市計画法による西部海岸地区の位置づけ 

ア）区域区分 

○当地域は、大分港周辺を除いた大部分が市街化調整区域である。 

※参考として市街化調整区域における土地利用の方針を次頁以降に示す。 
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基本構想⽴案想定区域 

▼ 土地利用現況図（H28 年） 

資料：おおいたマップ 

3
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参考 市街化調整区域内地区計画ガイドライン抜粋（１／２） 

内容 頁 

【計画策定】平成 25 年 10 月 

【策定主体】大分県・大分市・別府市 
－ 

【市街化調整区域の土地利用の方針】 

「大分県の都市計画の方針」においては、都市づくりの目標及び市街化調整区域の土地利用に関して、

以下のような方針が示されており、市街化調整区域内の地区計画においても、これらの方針を踏まえた運

用を行っていくものとする。 

■都市づくりの目標 

目標：『自然の幸・都市（まち）の幸をはぐくみ、次世代につなぐ、私たちの都市づくり』 

基本的な考え方：①「必要な都市機能が集積した都市づくり」【都市構造】 

②「地域の魅力や価値の向上があふれる都市づくり」【都市再生】 

③「安全で安心して暮らせる都市づくり」【安全安心】 

④「歴史・文化を保全し、観光資源を創出する美しい都市づくり」【環境】 

⑤「私たちの地域は私たちがつくる地域主体の都市づくり」【地域主体】 

■市街化調整区域の土地利用の方針 

○市街化調整区域においては、自然の保全を第一義としながらも、居住や産業など地区の状況や住民の

ニーズなどを考慮した上で、必要に応じて自然との共生による生活空間の整備を図る。 

○市街化区域内における既存ストック（空き地・空き家）の活用により定住促進を図ることを基本に、

市街化調整区域においては新たなる住宅開発等を抑制するとともに、人口減少の著しい既存集落にお

いては、地域のコミュニティの維持・向上を図るため、地区計画制度等を活用した居住環境の整備を

進める。 

1 

【市街化調整区域内地区計画の運用に当たっての基本的考え方】 

①「市街化を抑制すべき区域」という市街化調整区域の基本理念は、市街化調整区域内で地区計画を策定

することによってその性格が変わるものではないこと。 

②市街化調整区域においては新たなる住宅開発を抑制していくことから、住宅系開発については、原則、

当該開発の要件である地区計画の運用は行わないこと。 

③市街化調整区域内の土地利用の方針のもと、当該地域の活力維持を図ることに限定した運用を行うこ

と。 

④市街化調整区域内の地区計画は、上記①～③を基本に、「産業振興や雇用の場の創出」、「既存集落にお

けるコミュニティの維持・増進」、「既存住宅団地の良好な居住環境の維持・増進」、「観光資源の保全・

活用」に寄与するものであること。 

2 

【ガイドラインの対象とする地区計画】 

類型 地区計画の目的 

既存工場跡地開発型 

市街化調整区域における自然環境等と調和し、産業振興や雇用の場を創

出するため、既存の工場跡地の活用等を図りながら、産業系等の土地利

用と必要な公共施設の整備誘導を行う。 

既存集落型 

人口減少の著しい既存集落及びその周辺において、良好な居住環境の保

全を前提に、地域の活力維持を図るため、住宅や居住者のための利便施

設と必要な公共施設の整備誘導を図る。 

既存団地型 

既存住宅団地等において、良好な居住環境の維持・増進を図るため、必

要な規制・誘導とともに、必要に応じて居住者のための利便施設の誘導

を図る。 

観光・レクリエーション型 

幹線道路の沿道等の観光・レクリエーション等を主体とする開発が行わ

れる地区等の非住居系の計画開発地で、必要な公共公益施設の整備と周

辺の環境・景観と調和する良好な開発の誘導を図る。 

※その他、上記類型に該当しないもので、当該地区の特性上、地区計画の運用が適当であると考えられ

るものについては、県と市の協議により地区計画の運用を検討する。 

3 
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参考 市街化調整区域内地区計画ガイドライン抜粋（２／２） 

内容 頁 

【運用基準（共通基準）】 

■上位計画での位置づけ 

○地区計画の内容が、都市計画区域マスタープランの「主要な都市計画の決定の方針」と整合している

こと。 

○地区計画の区域や内容が、次のいずれかに該当すること。 

・市の都市計画マスタープランで位置づけられた地区等であること。 

・市の都市計画マスタープランにおける市街化調整区域の土地利用の方針若しくは地区（又は地域）

別構想と整合していること。 

 

■地区計画の区域・内容 

○地区計画の区域の周辺における市街化を促進させるものではないこと。 

○地区にふさわしい良好な街区の形成を図る観点から、適正な規模及び形状であること。 

○区域はできる限り整形とした街区とし、地形地物等を区域境界とすること。 

○地区計画が、公共交通施設や排水施設等及び関連する諸計画に支障をきたすおそれがないこと。 

○地区計画に地区施設を定める場合は、帰属先、管理主体及び整備時期が明らかであるなど、当該地区

施設の整備が確実であること。 

○既存団地型については、市街化調整区域の指定がなされた以前（S45.12）に造成された団地の区域又

は開発許可を受けた区域内とする。 

 

■地区計画に含めない区域 

○農振法第 8 条第 2 項第 1 号に規定する農用地区域 

○集落法第 3 条に規定する集落地域 

○農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農振法第 3 条第 1 項第 1 号に規定する農用地 

○森林法による保安林、保安施設地区、保安林予定林、保安施設地区予定地及び保安林整備臨時措置法

による保安林整備計画に基づく保安林指定計画地 

○その他急傾斜地、砂防区域等の危険区域 

○大分市緑の保全及び創造に関する条例第 7 条に基づく大分市郷土の緑保全地区 

（保全の方針を定める場合は除く） 

※ただし、地区計画の決定告示までに当該区域から除外されることが確実である場合はこの限りではな

い。 
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▼ 西部海岸地区の地区計画策定地区 

西部海岸地区では、“西大分港周辺地区”と“高崎山海岸地区”において地区計画が策定されている。 

高崎山海岸地区 

⻄大分港周辺地区 

大分城北公園周辺地区 

大分駅南地区 

基本構想⽴案想定区域 

資料：おおいたマップより作成 

イ）地区計画 

3
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 西大分港周辺地区 

西大分港周辺地区における地区計画の概要については、以降に示すとおりである。 

▼ 西大分港周辺地区の地区区分 

資料：大分市ＨＰ 西大分港周辺地区の地区区分 

西大分港周辺地区 地区計画 地区区分図（参考図） 

西大分港周辺地区 地区計画 A=約 21.8ha 

A 地区 

B 地区 

C 地区 

大字勢家 

王子北町 大分県医師会館 

王子町 

JR 西大分駅 

大字生石 

生石港町 2 丁目 

西大分伯地 
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参考 西大分港周辺地区における地区計画の概要 

資料：大分市ＨＰ 西大分港周辺地区における地区計画の概要 

都市計画 西大分港周辺地区 地区計画を次のように変更する。

１．地区計画の方針

２．地区整備計画

「位置及び区域は計画図表示のとおり」　

地域の特性を生かした緑化に努めるものとする。

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物の形態意匠の
制限

・１階部分の海に面する壁面には、開口部を設け、外部空間と一体化を図る。
・装飾及びディティールは、周辺に馴染まない極端に主張する意匠を避ける。

建築物等の用途の制
限

次に掲げる建築物を建築してはならない。
⑴　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
⑵　カラオケボックスその他これに類するもの
⑶　倉庫業を営む倉庫
⑷　畜舎
⑸　店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す
る部分の床面積の合計が３,０００㎡を超えるもの

次に掲げる建築物を建築してはならない。

　修景厚生港区にあっては、大分県が管理する港湾
の臨港地区内の分区における構築物の規制に関す
る条例の別表修景厚生港区の項第３号及び第５号
に規定する施設の用途に供する部分の床面積が１
０，０００㎡を超える建築物

　商港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港
地区内の分区における構築物の規制に関する条例
の別表商港区の項第４号及び第７号から第９号まで
に規定する施設の用途に供する部分の床面積が１
０，０００㎡を超える建築物

土地利用の制限

次に掲げる建築物を建築してはならない。

   修景厚生港区にあっては、大分県が管理する港
湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関
する条例（昭和３９年大分県条例第９２号）の別表修
景厚生港区の項第３号及び第５号に規定する施設
の用途に供する部分の床面積が３，０００㎡を超える
建築物

   商港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨
港地区内の分区における構築物の規制に関する条
例の別表商港区の項第４号及び第７号から第９号ま
でに規定する施設の用途に供する部分の床面積が
３，０００㎡を超える建築物

西大分港周辺地区　地区計画

地区の区分の名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

面　　　積 約　21.8　ha

名　　　称

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地区計画の目標

   西大分港周辺地区は、大分港発祥の地として古くから港町の歴史を刻んできた経緯を持ち、現在では、旅客フェリー及び大分空港海上アクセスの拠点であ
り、本市における海の玄関口として重要な役割を果たしている。
   また、海岸線の殆どが臨海工業地帯で占められている本市において本地区は海を身近に感じることのできる貴重な水際線であり、親水空間として憩いと賑わ
いの場として活用されている。
 　一方で、本地区内では重要港湾として臨港地区に指定されていることから港湾機能の確保も重要であることを勘案した上で、古くからの港町の歴史的資源や
かんたん港園、別府湾を背景に恵まれた景観資源などの地域特性を生かしたまちづくりが望まれている。
   よって、このような特徴を持つ本地区では、「海とかんたんの歴史を感じる、賑わいと憩いのみなとオアシスの形成」を目標として、港を中心とした良好なまちな
み景観の形成を図ることを目的とする。

土地利用の方針
　 歴史的資源や海の風景、豊かな緑の自然が調和
し、やすらぎを感じるまちなみづくりを図る。

   既存の倉庫群を生かしつつ、連続感と調和のとれ
た景観形成や港の散策に適した、快適で安全な緑
を感じる潤いのある空間の形成を図る。

　既存の港湾機能を維持しながら、新たな海の玄関
口の機能となる大分空港海上アクセスの拠点を中心
とした賑わいづくりを図る。

建築物等の整備方針
   まちの歴史の面影と共存し、海や緑と調和した居
住環境づくりを図るため、本地区計画において建築
物等の用途の制限を定める。

   倉庫群などの既存ストックを活用すると共に、みな
との風景を継承しつつ、まちの新たな賑わい創出を
図るため、本地区計画において建築物等の用途の
制限、建築物の形態意匠の制限を定める。

　別府湾を一望できる開放的な空間を生かし、かん
たん港園からの賑わいの連続性を図るため、本地区
計画において建築物等の用途の制限、建築物の形
態意匠の制限を定める。

緑化の方針 地域の特性を生かした緑化に努めるものとする。

地区の区分の名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

面　　　積 約　21.8　ha

大分都市計画地区計画の変更（大分市決定）

名　　　称 西大分港周辺地区　地区計画

位　　　置 大分市生石港町２丁目、浜の市２丁目及び生石５丁目の各全部並びに生石４丁目、王子港町、大字駄原の各一部



    
 

高崎山海岸地区 

高崎山海岸地区の地区計画については、以降に示すとおりである。 

▼ 高崎山海岸地区 地区計画土地利用計画図 

 

資料：大分市ＨＰ 高崎山海岸地区 地区計画土地利用計画図 

4
1



参考 高崎山海岸地区における地区計画の概要（１／２） 

 
資料：大分市ＨＰ 高崎山海岸地区における地区計画の概要 
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参考 高崎山海岸地区における地区計画の概要（２／２） 

 
資料：大分市ＨＰ 高崎山海岸地区における地区計画の概要 
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○西部海岸地区では、“西大分港周辺地区”が景観地区として定められている。 

※当地区の概要については、以降に示すとおりである。 

▼ 西大分港周辺地区 ゾーン区分図 

資料：大分市ＨＰ 西大分港周辺地区 ゾーン区分図 

②景観法 

西大分港周辺地区 景観地区 A=約 21.8ha 
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参考 景観地区の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画 西大分港周辺地区 景観地区を次のように変更する。

Ｂ地区

約　　1.9　　ha

い

Ｃ地区

約　　6.6　　ha 約　　8　　ha

大分都市計画景観地区の変更（大分市決定）

名　　　称

位　　　置

面　　　積

西大分港周辺地区　景観地区

大分市生石港町２丁目、浜の市２丁目及び生石５丁目の各全部並びに生石４丁目、王子港町、大字駄原の各一部

約　21.8　ha

⑴ 建築物の外壁その他外部から見える壁面は、次に
掲げる色彩を用いないこと。ただし、木材、自然石等の
自然素材又は無着色の金属板、ガラス等の素材及び１
壁面に対し１０分の１以下の面積で用いるアクセントカ
ラーは、この限りではない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、０Ｙ～５Ｙの範囲のものにあっ
ては、明度が３以下のもの及び彩度が４を超えるもの

イ)色相が上記ア以外の範囲のものにあっては、明度が
３以下のもの及び彩度が２を超えるもの

⑵ 建築物の屋根その他外部から見える面は、次に掲
げる色彩を用いないこと。ただし、木材、自然石などの
自然素材又は無着色の金属板、ガラス等の素材及び
当該建築物の屋根その他外部から見える１面に１０分の
１以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りでは
ない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、０Ｙ～５Ｙの範囲のものにあっ
ては、明度が７以上のもの及び彩度が４を超えるもの

イ) 色相が上記ア以外の範囲のものにあっては、明度７
以上のもの及び彩度が２を超えるもの

は

約　　0.8　　ha

ろ

約　　0.9　　ha

地区の区分の名称

い

地区の区分の面積

Ａ地区

ろ

約　　3.6　　ha

建築物の形態意匠
の制限

⑴ 建築物の外壁その他外
部から見える壁面は、次に
掲げる色彩を用いないこ
と。ただし、木材、自然石
等の自然素材又は無着色
の金属板、ガラス等の素材
及び１壁面に対し１０分の１
以下の面積で用いるアクセ
ントカラーは、この限りでは
ない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、
０Ｙ～５Ｙの範囲のものに
あっては、明度が３以下の
もの及び彩度が４を超える
もの

イ) 色相が上記ア以外の範
囲のものにあっては、明度
が３以下のもの及び彩度が
２を超えるもの

⑵　建築物の屋根その他
外部から見える面は、次に
掲げる色彩を用いないこ
と。ただし、木材、自然石
などの自然素材又は無着
色の金属板、ガラス等の素
材及び当該建築物の屋根
その他外部から見える１面
に１０分の１以下の面積で
用いるアクセントカラーは、
この限りではない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、
０Ｙ～５Ｙの範囲のものに
あっては、明度が７以上の
もの及び彩度が４を超える
もの

イ) 色相が上記ア以外の範
囲のものにあっては、明度
７以上のもの及び彩度が２
を超えるもの

⑴ 建築物の外壁その他外
部から見える壁面は、次に
掲げる色彩を用いないこ
と。ただし、木材、自然石
等の自然素材又は無着色
の金属板、ガラス等の素材
及び１壁面に対し５分の１
以下の面積で用いるアクセ
ントカラーは、この限りでは
ない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、
０Ｙ～５Ｙの範囲のものに
あっては、明度が３以下の
もの及び彩度が４を超える
もの

イ) 色相が上記ア以外の範
囲のものにあっては、明度
が３以下のもの及び彩度が
２を超えるもの

⑵　建築物の屋根その他
外部から見える面は、次に
掲げる色彩を用いないこ
と。ただし、木材、自然石
などの自然素材又は無着
色の金属板、ガラス等の素
材及び当該建築物の屋根
その他外部から見える１面
に５分の１以下の面積で用
いるアクセントカラーは、こ
の限りではない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、
０Ｙ～５Ｙの範囲のものに
あっては、明度が７以上の
もの及び彩度が４を超える
もの

イ) 色相が上記ア以外の範
囲のものにあっては、明度
７以上のもの及び彩度が２
を超えるもの

（備　　考）　色彩に関する表示については、日本工業規格Ｚ８７２１（色の表示方法－三属性による表示）に規定されたマンセル表色系によるものとする。

壁面の位置の制限

１５m

建築物の高さの
最高限度

２５m

（経過措置）

１　この景観地区の決定の際現に存する建築物で建築物の高さの最高限度の規定に適合せず、又は適合しない部分を有するもの（以下「既

存不適合建築物」という。）について、当該決定の日（以下「決定日」という。）以後に建替え（当該建築物の所有者等が行うものに限る。）を行

う場合に適用される建築物の高さの最高限度は、決定日における当該既存不適合建築物の高さとする。

２　決定日以後に既存不適合建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合における当該不適合建築物の建築物の

高さの最高限度の規定に適合しない部分については、当該規定は適用しない。

(1) 建築物の外壁その他
外部から見える壁面は、次
に掲げる色彩を用いないこ
と。ただし、木材、自然石
等の自然素材又は無着色
の金属板、ガラス等の素材
及び１壁面に対し１０分の１
以下の面積で用いるアクセ
ントカラーは、この限りでは
ない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、
０Ｙ～５Ｙの範囲のものに
あっては、明度が３以下の
もの及び彩度が４を超える
もの

イ) 色相が上記ア以外の範
囲のものにあっては、明度
は３以下のもの及び彩度が
２を超えるもの

(2) 建築物の屋根その他
外部から見える面は、次に
掲げる色彩を用いないこ
と。ただし、木材、自然石
などの自然素材又は無着
色の金属板、ガラス等の素
材及び当該建築物の屋根
その他外部から見える１面
に１０分の１以下の面積で
用いるアクセントカラーは、
この限りではない。

ア) 色相が０ＹＲ～１０ＹＲ、
０Ｙ～５Ｙの範囲のものに
あっては、明度が７以上の
もの及び彩度が４を超える
もの

イ) 色相が上記ア以外の範
囲のものにあっては、明度
７以上のもの及び彩度が２
を超えるもの

「位置及び区域は計画図表示のとおり」　

海に面する建築物の壁面
の位置は、敷地境界線から
５ｍ以上とする。

２５ｍ２５m ２５ｍ２０m

 

資料：大分市 HP 景観地区の概要 



  

 
 

 
 

 

 
 

基本構想⽴案想定区域 

○沿岸部の一部と大分港の周辺部を除き、ほぼ全域が宅地造成工事規制区域である。 

③ 宅地造成規制法 

▼ 宅地造成規制法における西部海岸地区の位置づけ（H28 年） 

資料：大分市資料 

※宅地造成工事規制区域：宅地として造成することによって、崖崩れや土砂の流出による災害が発生するおそれがある区域 
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 基本構想⽴案想定区域 

○高崎山周辺部と大分港周辺部、沿岸部の一部以外は、農業振興地域である。  

○農業振興地域の西側には、農用地区域が広がっている。  

○農業振興地域内の農地の転用は、ほとんどみられない。 

④ 農業振興地域の整備に関する法律 

▼ 農業振興地域の整備に関する法律による西部海岸地区の位置づけ（H28 年） 

資料：大分市資料 

※農業振興地域：自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域 

※農 用 地 区 域：農用地等として利用すべき土地の区域 
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基本構想⽴案想定区域 

▼ 農地転用状況（H28 年） 

資料：大分市資料 
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基本構想⽴案想定区域 

○高崎山周辺部は、特別保護地区及び第二種特別地域に指定されている。 

⑤ 自然公園法 

▼ 自然公園法による西部海岸地区の位置づけ 

資料：大分県 HP 自然公園法区域図より作成 

※特別保護地区：特別地域（公園の風致を維持するための地域）のうち景観の維持が特に必要とされる区域 

※第二種特別地域：良好な自然状態を維持している地域で、農林漁業との調和を図りながら自然環境の保護に努めること必要な地域 
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基本構想⽴案想定区域 

○市街化調整区域の大部分は、地域森林計画対象民有林として指定されている。 

○高崎山周辺部は、保安林として指定されている。 

⑥ 森林法 

▼ 森林法による西部海岸地区の位置づけ（Ｈ28年） 

資料：大分市資料 

※地域森林計画対象民有林：地域森林計画（森林関連施策や森林整備、保全の目標等を示した計画）の対象となる民有林 

※保安林        ：水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等のため指定される森林 

5
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⑦ 法規制のまとめ 

上述した法規制について、以下にまとめる。 

 

▼法規制のまとめ 

エ リ ア

法 律 
内陸部 沿岸部 大分港周辺 

①都市計画法 

区域区分 
・市街化調整区域に定められており、開発や建築物の新築

などが制限されている。 

・市街化調整区域に定められており、開発や建築物の新築

などが制限されている。 

・市街化区域に定められており、積極的に整備・開発を行

っていく区域である。 

地区計画 ― 

・地区計画が定められており、建築物の用途、平気面の位

置、高さの最高限度、形態・意匠が制限されている。 

※詳細は p41~p43 に記載 

・地区計画が定められており、建築物の形態・意匠、用途、

緑化率の最低限度が制約されている。 

※詳細は p39~p40 に記載 

②景観法 ― ― 

・景観地区に指定されており、建築物の形態意匠（色彩）

や高さ、壁面の位置などが制限されている。 

※詳細は p44~p45 に記載 

③宅地造成規制法 
・宅地造成工事規制区域に定められており、宅地の造成に

関する工事を行う場合は、県知事の許可が必要となる。 
― ― 

④農業振興地域の整備に関する法律 

・農業振興地域、農用地区域に定められており、農地転用

や開発行為を行う場合は、農業振興地域整備計画の変更

と転用許可の取得が必要となる。 

― ― 

⑤自然公園法 

・特別保護地区においては、植栽や落葉・落枝の採取、焚

火などの現状変更行為は、原則として認められない。 

・第二種特別地域においては、木竹の伐採や工作物の新築

などが制限されている。 

― ― 

⑥森林法 

・保安林に指定されており、立木の伐採や土石や樹根の採

掘などを行う場合は、県知事の許可が必要となる。 

・地域森林計画対象の民有林に指定されており、開発行為

や伐採、伐採後の造林などを行う場合は、届出が必要と

なる。 

・地域森林計画対象の民有林に指定されており、開発行為

や伐採、伐採後の造林などを行う場合は、届出が必要と

なる。 

― 
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（７）社会的・自然的条件の総括 

本節で挙げた、当地区における社会的・自然的条件の総括を以下に示す。 

 

市街化調整区域の内陸側 

・土地利用の大部分が森林であり、一部、住宅地や畑（びわ畑）なども見られる。 

・内陸部の大部分が、宅地造成工事規制区域や農業振興地域などに指定されており、開発を抑

制している。特に高崎山周辺は、自然公園法による特別保護地区や第二種特別地域、保安林

に指定されているなど、自然環境を保全する地域として位置づけている。 

 

沿岸部 

・沿岸部を通る国道 10 号は、交通量が７万台／日と非常に多いが、道路休憩施設は整備されて

いない。また、道路や鉄道、航路、空路などであらゆる都市圏と繋がっているが、情報発信

機能など観光における玄関口としての機能が確保されていない。 

・高崎山海岸地区では、「観光施設の高次化」を目標とした地区計画を定めており、建物用途や

高さ、形態・意匠等を制限している。 

 

大分港周辺 

・商業施設や工業施設が集積している。 

・「良好な街並みの形成」を目標とした地区計画や景観地区を定めており、建物用途や高さ、形

態・意匠等を制限している。 

・市外、市中心部からの交通アクセス性が低い。 
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